
とき 令和７年１１月２８日（金）

１０時４５分から

ところ 瑞浪市役所 ２階 大会議室

令和７年度第１回
瑞浪市空家等対策協議会
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資料３



議題

１ 瑞浪市の空家等の現状と対策について

２ 瑞浪市の空き家等の利活用について
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瑞浪市の空家等の現状と対策について

議題 １

１．空家等の現状
２．対策について
３．事例紹介（経過報告等）
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令和３年９月末現在 ５８９棟 

１．空家等の現状

地区別の件数
1. 瑞浪地区 ・・・  114棟( -2)
2. 土岐地区 ・・・  93棟( -1)
3. 稲津地区 ・・・ 48棟(±0)
4. 釜戸地区 ・・・ 95棟( -1)
5. 大湫地区 ・・・   7棟(±0)
6. 日吉地区 ・・・  88棟(±0)
7. 明世地区 ・・・  30棟(±0)
8. 陶地区 ・・・ 110棟(±0)   

   空家率 ６．９％
（二次的・賃貸用・売却用住宅を除く）

（R5年住宅土地統計調査）
※（ ）はR7年11月28日現在までの増減数

○瑞浪市内の空家等の数
５８５棟(-4)
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88棟(±0)

95棟(  -1)

93棟(  -1)

110棟(±0)

48棟(±0)

30棟(±0)

114棟(  -2)

7棟(±0)

令和7年3月末現在 585棟



１．空家等の現状

〇年度ごとの各地区の空家件数

地区 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

日吉 50 47 51 90 88

大湫 11 11 11 7 7

釜戸 114 117 116 97 95

明世 35 34 36 30 30

土岐 79 81 81 91 93

瑞浪 93 96 91 111 114

稲津 58 61 59 50 48

陶 141 143 140 111 110

合計 581 590 585 587 585
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※平成28年度の基礎調査及び令和5年度の実態調査から、通報や自治会からの
  情報提供の件数を増減した 数値です。



１．空家等の現状

〇情報提供件数

一部倒壊 一部破損 雑草樹木繁茂 その他 合計

令和４年度
２件

（改善２件）
７件

（改善５件）
１７件

（改善1６件）
５件

（改善２件）
３１件

令和５年度
２件

（改善２件）
３件

（改善３件）
５件

（改善４件）
２件

（改善２件）
１２件

令和６年度
１件

（改善１件）
３件

（改善３件）
９件

（改善９件）
２件

（改善２件）
１５件

※改善件数について、翌年度以降に改善された場合は、提供年度に計上
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２．対策について

○空家等の主な対策
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空家等の発生の抑制 
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空家等の利活用・ 

流通の促進 

（５－３） 

建物等の状態 

対策 

 

 

 

 

建物等の状態に応じた対策を実施 

                                          利活用困難                                  管理不全          空家化 
利用中 

（空家等となる前） 

解体・除却及び 

跡地の活用促進 

空家等の適切な 

管理の促進 

空家等の発生 

の抑制 

空家等の利活用・ 

流通の促進 



２．対策について

【発生の抑制】

・空家関係の相談窓口の周知

・市広報（5月号、8月号）やホームページ、チラシによる

 情報提供

・地域及び各種団体等との連携

【利活用・流通の促進】

・空き家・空き地バンク事業

・空き家等改修補助金の交付

・空き家家財道具等処分費補助金の交付
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２．対策について

【適切な管理の促進】

・空家法第１２条、１３条、２２条に基づく情報提供・助言

  等

・宅地建物取引業協会主催の不動産無料相談会の開催

（３回以上/年）

・住宅修繕相談の開催（毎月１回）

【解体・除却及び跡地の活用促進】

・瑞浪市不良空家除却事業補助金の交付

・瑞浪市空き家・空き地バンクの登録
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２．対策について
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【不良空家除却補助事業の実施（R5.4施行）】

・不良空家の除却費用の一部を補助

補助金は補助対象経費の2分の1（上限50万円）

・市広報（5月号）、ホームページ、チラシによる情報提供

・不良空家除却実績

  R5年度 R6年度 R7年度
(11月28日現在)

事前審査申込 18件     11件 13件

不良空家に該当 8件 7件 10件

除却件数 7件 6件 3件



２．対策について
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以下のいずれかに該当する方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【問い合わせ先】瑞浪市役所 建設部都市計画課 住宅政策係 

〒509－6195瑞浪市上平町１丁目１番地 電話 0572－68－2111（内線 249，251） 

補助の対象となる空家 

補助の対象者 

補助の対象となる工事 

手続きのしかた 

以下の要件をすべて満たす建物 

① 瑞浪市内に存する不良空家（裏面参照）であるもの 

② 床面積の２分の１以上が居住の用に供されていたもの 

③ １年以上居住の用に供されていないもの 

④ 現に使用されている別の建物が敷地内にないもの 

⑤ 公共事業による移転等の補償対象となっていないものあ 

⑥ 除却に係る他の補助金等の交付を受けていないもの 

⑦ 故意に破損等をしていないもの 

⑧ 対象空家に所有権以外の権利が設定されていない、又は 

所有権者以外の権利者が除却に同意していること 

⑨ 空家法第２２条第３項の規定による特定空家等に対する措置命令を受けていないこと 

 以下の要件のいずれかを満たす個人または法人 

① 不良空家の所有者または相続人（共有名義の場合は 

共有者全員の同意が必要） 

② 不良空家が存する土地の所有者または相続人 

（不良空家所有者の同意が必要） 

③ 市税等の滞納がない方及び暴力団員等でない方 

以下の要件をすべて満たす工事 

① 敷地内のすべての不良空家(工作物や立木等を含む)を除却し、 

更地とするもの（基礎等、一部を残す除却工事は認められません。 

ただし、擁壁等は除きます。） 

② 建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた者が行うもの 

補助対象経費の２分の１（1,000円未満の端数切り捨て 上限 50万円） 

※工作物を除却する経費、消費税及び地方消費税を除く 

補助金 

の 

除却費用を補助します 

市民の安全・安心な住環境を確保し、土地の有効活用を促進することを目的として、不良空家の除

却工事を行う方に対し、費用の一部を補助します。ただし、跡地を自己の用に使用するための除却

は除きます。 

※不良空家の事前調査（裏面参照）の申込みの受付 

は令和７年５月１日から令和７年１１月２８日まで 

※予算額に達した時点で受付を終了します。 

裏面記載の手続きの流れに応じ必要書類を都市計画課まで提出してください。 

申請書等は都市計画課に設置のほか、市ホームページからも取得できます。 
 

＜瑞浪市不良空家除却補助制度のご案内＞ 令和７年度 

 最大 万円 



３．事例紹介（経過報告等）
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① 陶町の不良空家除却



３．事例紹介（経過報告等）
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② 日吉町の不良空家除却



３．事例紹介（経過報告等）

改善された空家等について

① 土岐町の空家

② 明世町月吉の空家
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３．事例紹介（経過報告等）

① 土岐町の空家
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３．事例紹介（経過報告等）

② 明世町月吉の空家
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３．事例紹介（経過報告等）

改善されない危険空家等について

① 日吉町の空家
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３．事例紹介（経過報告等）

① 日吉町の空家
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３．事例紹介（経過報告等）
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引き続き注視が必要な危険空家等について

① 寺河戸町の空家



３．事例紹介（経過報告等）
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① 寺河戸町の空家



議題 ２

瑞浪市の空き家等の利活用について
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瑞浪市空き家・空き地バンクについて

概要

 平成２６年１０月運用開始

 利活用可能な空き家及び空き地を有効活用し、定住人口の増加及び地域
の活性化等が目的

 現在、公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日
本不動産協会岐阜県本部の会員である市内１４者と協定を締結し、連携
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空き家・空き地
バンク

登録・情報発信

活用希望者

買いたい人
借りたい人

協力不動産事業者

物件仲介

物件所有者

売りたい人
貸したい人

連絡調整
契約交渉

連絡調整
契約交渉

協
定

利用
申込

登録物件情報の
公開

物件登録
申込

物件調査・登録

瑞浪市空き家・空き地バンクのイメージ
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空き家・空き地バンク登録物件公開

瑞浪市移住定住ポータルサイト「いっしょに育つみずなみ」

移住定住ポータルサイトのほか、全国版空き家・
空き地バンク「アットホーム」、「LIFULL 
HOME’S」でも公開
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住まい
カテゴリー



令和７年１１月２８日時点の物件登録状況
及びこれまでの成約件数

 空き家

現在の登録数 ８件（売買５件 、賃貸２件） 延べ成約数 61件

令和６年度 空き家新規登録件数  ８件 （令和5年度：１５件）

令和６年度 空き家成約件数 ６件 （令和5年度：９件）

 空き地

現在の登録数 １1件（売買１1件） 延べ成約数  １３件

※令和6年度空き家等相談件数 52件 （令和5年度：28件）

※令和6年度移住に関する相談件数 96件 （令和5年度：110件）
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空き家等改修補助金

空き家等の有効活用に資するため、空き家・空き地バンクに登録された空き家
へ居住を目的とした改修に対し、補助金を交付する。 開始：平成２６年１０月～

【実績】

令和6年度：8件 （令和5年度：4件）

【制度概要】

・トイレ、風呂、台所、居室等の生活するために必要な工事であること。

補助率 市内事業者：２/３以内 市外事業者：１/２

・補助に係る工事に併せての耐震補強工事は必須要件としない

※耐震補強を推奨するため、補助対象者は「今後耐震補強工事を実施する意

思のある者」とする⇒交付申請の際、書面にて意思確認を行う    

【補助額】

最大１００万円
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空き家家財道具等処分費補助金

空き家・空き地バンクへの登録及び移住希望者への円滑な移住を促進し、
空き家の有効活用による移住・定住の推進による地域活性化を図るため、
空き家の家財道具等の処分などの費用の一部を補助する。

開始：令和3年１０月～

【実績】

    令和6年度：6件 （令和5年度：5件）

【補助対象者】  空き家・空き地バンクに登録された空き家の所有者等

【補助対象経費】 空き家の家財道具等の処分、仏壇の撤去、敷地内の樹

木伐採・草刈り等に要する経費等    

 【補助額】      補助対象経費の１/２以内（上限１０万円）
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地域での空き家に対する取り組み
～かまど空き家活用・移住推進チーム～

かまど空き家活用・移住促進チーム
・令和４年４月から、ワーキンググループにより活動。
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主な活動

空き家の
情報収集

町内の空き家情報を集
め、所有者さんに売買
は賃貸の移行があるか
調査。 情報発信

移住検討者や空き家の
活用検討者に向けて、
各種メディアやSNSを
使って情報を発信。

空き家ツアー
等の実施

移住検討者に対して空
き家ツアーや移住者交
流会の実施など、イベ
ントを開催

政策提言

町内の空き家の実態や
移住者の声などから、市
が行う空き家活用及び
移住推進に関わる補助
制度について改善提案。



かまど空き家活用・移住推進チーム

１．空き家の情報収集
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空き家ツアーのチラシ

・空き家調査シートを作成し、各区長から空き家
情報の収集。
・メンバーによる情報収集

移住を検討されている方などを対象に、町内の
空き家を巡る空き家ツアーや移住者交流会を
開催。

２．空き家ツアー等の実施

2024年3月末時点で、85件の空き家情報を
収集。

３．SNSなどによる情報発信
インスタグラムでの情報発信のほか、市移住定
住ポータルサイトへの情報掲載、JRさわやか
ウォーキングに合わせた移住相談ブースを出展。

出典：NHKホームページ
いいいじゅー

チームの活動はNHK総合の「いいいじゅー」や
NHK名古屋放送の「まるっと！ぎふ」でとりあげられ
ました。



地域での空き家に対する取り組み
～大湫町転入対策委員会～

大湫町転入対策委員会
・集落機能を維持する適正人口の維持を目的として、
平成２６年から活動。
・町民へ空き家・空き地情報の提供を呼びかけ。
・転入した方が安心して定住できるよう、生活面での
サポートも行う。

転入のしおり(R4.1発行）

移住者をあたたかく迎え入れる体制があり、
結果として移住者も増加
→平成26年度から延べ50人以上が移住
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R6.2実施 転入世帯交流のつどい
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日吉町いい移住委員会・空き家対策委員会

地域での空き家に対する取り組み
～日吉町いい移住委員会・空き家対策委員会～

いい移住委員会が令和5年度に発足。『日吉の魅力を発
信して、ご縁をつなぐ』をテーマに、日吉町の情報発信、
空き家対策を行う。

・いい移住委員会チラシの発行
・インスタグラムでの情報発信
・日吉町文化祭での空き家相談会
の実施
・空き家見学ツアーの実施
・移住希望者のサポート

いい移住委員会チラシ

令和６年度の主な活動

空き家見学ツアーの様子
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空き家対策チーム「陶町 空き家でええん会」

地域での空き家に対する取り組み
～陶町 空き家でええん会～

令和６年度に発足。空き家を課題としてはなく、逆転の発想で資源として、情報発信、空き家
の調査・活用を行う。

・空き家の場所の調査
・インスタグラムでの情報発信
・町外（県外）の方との交流イベント
の実施

交流イベントの様子

令和７年度の主な活動

交流イベントの様子



ご清聴ありがとうございました。

33


	スライド 1: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　令和７年度第１回 　　　瑞浪市空家等対策協議会
	スライド 2: 議題
	スライド 3: 議題　１
	スライド 4: １．空家等の現状
	スライド 5: １．空家等の現状
	スライド 6: １．空家等の現状
	スライド 7: ２．対策について
	スライド 8: ２．対策について
	スライド 9: ２．対策について
	スライド 10: ２．対策について
	スライド 11: ２．対策について
	スライド 12: ３．事例紹介（経過報告等）
	スライド 13: ３．事例紹介（経過報告等）
	スライド 14: ３．事例紹介（経過報告等）
	スライド 15: ３．事例紹介（経過報告等）
	スライド 16: ３．事例紹介（経過報告等）
	スライド 17: ３．事例紹介（経過報告等）
	スライド 18: ３．事例紹介（経過報告等）
	スライド 19: ３．事例紹介（経過報告等）
	スライド 20: ３．事例紹介（経過報告等）
	スライド 21: 議題　２
	スライド 22: 瑞浪市空き家・空き地バンクについて
	スライド 23
	スライド 24: 空き家・空き地バンク登録物件公開
	スライド 25: 令和７年１１月２８日時点の物件登録状況 及びこれまでの成約件数
	スライド 26: 空き家等改修補助金
	スライド 27: 空き家家財道具等処分費補助金
	スライド 28:  地域での空き家に対する取り組み ～かまど空き家活用・移住推進チーム～
	スライド 29: 　　　　かまど空き家活用・移住推進チーム
	スライド 30: 地域での空き家に対する取り組み 　　～大湫町転入対策委員会～ 
	スライド 31:  地域での空き家に対する取り組み ～日吉町いい移住委員会・空き家対策委員会～
	スライド 32:  地域での空き家に対する取り組み ～陶町　空き家でええん会～
	スライド 33

